
(1) 平成 25 年 6 月 10 日 第 49 号

■発行者：理事長 小西 梅太郎

■発行所：北海道雨竜郡秩父別町 1536 番地

秩父別土地改良区

『 薄 氷 漂 う 東 山 貯 水 池 』

URL　http://www.midori-chipbetu.jp/

も　　　く　　　じ
通常総代会

平成 25年度収入支出予算・賦課金等の額、徴収時期及びその方法

平成 25年度一般賦課金の内訳

秩父別町活動組織総会開催・ゴミ拾い活動実施

第４次道営土地改良事業計画・桜川第２地区概要・計画図

第４次土地改良事業計画図

道営経営体育成基盤整備事業日の出地区完了、農業基盤整備事業実施

国営総合農地防災事業

事務機構図・土地改良区からのお願い・職員の人事異動
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議長に松本誠幸総代が選出された
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－　予算総額 千円　－

平成 年度賦課金等の額 ､徴収時期及びその方法

平成 25 年度 収入支出予算

収　入

農林漁業資金
75,397 千円
38.3%

平準化資金
54,100 千円
27.5%

借換資金
67,444 千円
34.2%

支　出
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経常賦課金
4,223円 70.4%

特別賦課金
1,777円 29.6%

総務管理費
2,064円 34.4%

営造物維持管理費
894円 14.9%

諸税及び負担金
242円 4.0%

繰 出 金
647円 10.8%

調査費雑支出等
112円 1.9%

土地改良事業費・分担金

264円 4.4%

償 還 金
(用水路全地区負担分)
(①+②+③)
1,777円 29.6%

平成 年度一般賦課金（6,000 円 /10a）の内訳

　一般賦課金 (現在 6,000 円 ) のうち、平成 25 年度以降の用水路全地区負担償還予定額の試算です。

　平成 25 年度以降償還予定の事業別は下記の通りで合計地区数は 23 地区になります。

　①国営雨竜川中央地区（H35 まで 765 円 /10a）

　②ほ場整備事業原野・千秋・桜川地区（H27 まで経営安定対策基盤整備緊急支援事業により助成されます。）

　③経営体ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ各地区（借入金の内 5/6 は無利子資金）

　④第４次土地改良事業計画６地区（用水路改修予定事業費は 40 億円とし地元負担 12.5％（５億円）のうち、

　　　　　　　　　　　　　　　　　３億円を借入し元利均等 15 年償還と仮定。）

1,777

1,937
1,985

2,254
2,331

2,428 2,433 2,429 2,440 2,440
2,536

2,473

2,380

2,168

1,898

1,630

用水路負担の推移
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◆秩父別町活動組織役員紹介◆ （敬称略）

平成 25 年度農地・水保全管理対策「秩父別町活動組織」総会開催
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（ ゴミの分別作業を終えた、秩父別町活動組織役員の皆様 ）
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（ 設立総会での小西期成会長の挨拶 ）



(9) 平成 25 年 6 月 10 日 第 49 号

道営農地整備事業（経営体育成型）桜川第２地区概要・計画図

秩父別町

妹背牛町

秩父別町

深 川 市
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※１　事業負担割合は、国 55%・道 32.5％・地元 12.5％の計画です。
※２　用水路負担事業費の 12.5％を土地改良区全地区で負担します。（一般賦課金から償還）
※３　上記の償還計画は用水路負担の推移（５Ｐ）参照

（単位：千円）
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平成 25 年度道営経営体育成基盤整備事業実施計画（第３次土地改良事業計画継続分） （単位：千円）

【農業基盤整備促進事業（旧農業体質強化基盤整備促進事業）実施状況及び計画】 （単位：千円）



(12)平成 25 年 6 月 10 日 第 49 号

24

(1)

26

44

39

25

49

ha

(2)

15

(1)

25

26

(2)(3)

ha

(4)

56

(5)(6)

52

75

25

(7)

25

26

27

28

29

25

29

25



(13)平成 25 年 6 月 10 日 第 49 号

８丁目頭首工近年
の 状 況 写 真

H17　左岸下流護岸崩落状況

H23　左岸下流護岸崩落状況

H22　左岸下流護岸崩落状況

平成 20 年左右岸低水敷護岸
が崩壊（２回目）し、国営
造成水利施設緊急対策工事
で復旧

平成 22 年左岸下流護岸が崩
壊（３回目）し、復旧工事
実施

平成 23 年９月豪雨災により
左岸下流護岸が崩壊（４回
目）し、直轄災害事業にて
復旧

平成 17 年左岸低水敷護岸が
崩壊し、補修

H20　右岸下流護岸崩落状況
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事　務　機　構　図
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